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●凡例…日日時（日程）、所会場・場所、内内容、人対象・定員、師講師、出出演、費費用（記載の無い催しは無料）、持持ち物、申申し込み、問問い合わせ

問い合わせ 
　ラポルテ市民サービスコーナー　緯31-3130

■窓口ご利用時間

　平日(月～金曜日)　午前10時～午後７時

　土・日・祝日　　　午前10時～午後５時

■休 業 日　11月15日(木)

■交付内容　住民票の写し、印鑑証明書、戸籍

　全部・個人事項証明書、外国人登録原票記載

　事項証明書、市民税県民税課税証明書、固定

　資産課税台帳記載事項証明書等

【ご注意】土・日・祝日と、平日の午後５時15分以降

　は、除籍・改製原戸籍謄抄本、税務証明等は受け

　付けのみで、証明書発行は翌開庁日となります。

　※各種届出・登録の手続きは、市役所市民課へ。

ラポルテ市民サービスコーナー

　環境問題（環境・リサイクル・ポイ

捨て禁止）をテーマとした小中学生

のポスター作品（特選・入選）を展示

します。

　　■日時＆会場

　　　①11月20日～12月２日

　　　　市民センター空中通路

　　　②12月５日～10日

　　　　市役所北館１階

問い合わせ　環境課　緯38-2050

住み良い芦屋をつくる
ポスター展

用語の説明【ＰＨ】水素イオン濃度。酸性度を示し７が中性。

７より大きいほどアルカリ性が、小さいほど酸性が強い【ＳＳ】

不溶性の固形物。水質汚染の原因になる【ＢＯＤ】生物化学的

酸素要求量。数値が高いほど有機物が多い。

「下水」の水質検査結果　下水処理場　緯32-1291

活性汚泥
法処理に
よる基準

平成19年10月4日平成19年9月20日
項　目

　　
試験日

晴　れ晴　れ天　　　候
23.4℃30.4℃気　　　温
処理水流入水処理水流入水検　水　名
26.826.328.528.5水　　　温（℃）

5.8～8.67.07.66.97.3Ｐ　　　Ｈ
70以下2443159Ｓ　　　Ｓ（葵/渥）
20以下2931147Ｂ　Ｏ　Ｄ（葵/渥）

3,000以下67,000132,000大腸菌群数（個/悪）
前　日　曇　り
前々日　晴れ/曇り

前　日　晴　れ
前々日　晴　れ

備　　　　　　考

◆さわやか体操教室(介護予防事業)

日12月６日（木）から毎月第１・３木曜日

(祝日を除く)＜全７回＞10時30分～11時

30分　所老人福祉会館　人おおむね65歳

以上のかた（要予約）　内簡単筋力アップ

体操・バランス運動　持お茶・タオル　

申高年福祉課（緯38-2044）

◆阪神南地域教育フォーラム

日12月１日（土）13時～15時30分　所西宮

市勤労会館　内講演「地域が支え、地域で

育む教育を目指して」　師龍尾和幸氏　

問阪神南教育事務所(緯0798-39-6153)

◆芝生のお手入れ講習会・秋

日11月22日（木）14時～15時30分　内芝生

管理のプロに、秋から冬のお手入れ方法

と春の準備を学ぶ　人40人　師伴野陽一

郎氏　申11月21日（水）までに右記へ　所

＆問みどりの相談所（緯34-0031）

◆普通救命講習会

日12月９日（日）９時30分～12時30分　所

消防本部会議室　内ＡＥＤ（除細動器）・

心肺蘇生法、大出血時の止血法ほか　師

救急救命士・救急隊員　人先着20人　問

消防本部警防課救急担当（緯32-2345）

◆保健センターの教室・講座

所＆問＆申保健センター（緯31-1586）
【幼児の食事とおやつ教室】

日12月10日（月）13時30分～15時　内幼児

期の食事について※試食あり　人２～３

歳児とその保護者30人（要予約）※１歳以

上の託児・先着15人(事前の連絡必要)　

師大阪青山大学准教授・名村靖子氏

【健康講座】

日12月14日（金）13時30分～15時30分　内

「大腸がんはこわくない」、「食事バランス

について」　人30人（要予約）　師長澤ク

リニック・長澤豊氏　持健康手帳

◆海浜公園プール水泳教室・健康教室

日平成20年１月～　内水泳教室（キッズ

水泳教室、60歳からの水泳教室、レディー

ス教室など）、大人健康教室（60歳からの

体操、シェイプアップ、ヨガなど）　費大

人８回／9,400円、キッズ８回／8,400円

所＆申＆問海浜公園プール（緯22-8861）

法人市民税･事業所税（９月30日決算の法
人等）　　／課税課管理担当（緯38-2015）
個人事業税第２期分
　　／尼崎県税事務所（緯06-6481-4175）
国民健康保険料第５期
  ／保険医療助成課保険担当（緯38-2035）
介護保険料（普通徴収）第５期
  ／高年福祉課介護保険担当（緯38-2046）

◆市長の資産等を公開します

　「政治倫理の確立のための芦屋市長の

資産等の公開に関する条例」に基づき、市

長の資産等報告書を11月19日（月）から公

開します。閲覧を希望されるかたは、秘

書課へ。

問秘書課(緯38-2010)

◆弁護士等による権利擁護総合相談

日11月20日（火）①13時30分②14時30分　

所市民相談室（市役所南館地下１階）　内

虐待、悪徳商法や多重債務、認知症など権

利を守るための総合相談に弁護士または

司法書士と社会福祉士が対応します　申

＆問高年福祉課（緯38-2044）

◆身体障害者移動相談日

日11月30日（金）９時30分～　人身体障害

者手帳所持の肢体不自由者　所伊丹健康

福祉事務所　問障害福祉課（緯38-2043/
FAX38-2178）

◆税理士による「税金無料相談会」

日12月３日（月）10時～12時、13時～16時

内所得税（譲渡）、相続（贈与）税、法人税、

消費税等の相談　所＆問芦屋納税協会

（緯31-5318）

◆国民生活金融公庫による金融相談

日12月３日（月）13時～16時　所市民相談

室（市役所南館地下１階）※受付・予約は

随時　内金融相談等　人市内の事業主　

問経済課（緯38-2033）

◆外国人雇用状況の届出が義務化

　10月から外国人雇用状況の届出が義務

化されました。外国人労働者（特別永住者

を除く）を雇用する場合、その氏名、在留

資格等のハローワークへの届出が必要で

す。外国人労働者の雇用管理の改善等が

事業主の努力義務となりました。

問ハローワーク西宮（緯0798-75-6716）

◆中学校総合文化祭（展示部門）

日11月17日～19日・９時～17時（最終日は

13時まで）　所市民センター・多目的室　

内市立中学校の書道・美術・自由研究作品

を展示　問学校教育課（緯38-2087）

◆リフレッシュクラブ

日11月21日（水）10時～11時30分　所上宮

川文化センター・ホール　人幼稚園・小学

生の保護者※子ども同伴不可　内卓球　

申電話またはファクスで右記へ　問児童

センター（緯22-9229/FAX22-1659）

◆ボランティア活動展2007

日①11月28日（水）11時～17時／②29日（木）

10時～16時　所市民センター・多目的室　

内パネル展示、手話コーラス、体験コー

ナーなど　問社会福祉協議会（緯32-7530）

納 期 11月30日まで

お 知 ら せ

催 し

講 習 ・ 講 座

毎月20日は

「阪神地域ノーマイカーデー」

車の利用はひかえめに

店舗事業系のごみは専門業者へ
問い合わせ　環境処理センター　緯32-5391

　店舗等の事業によるごみが各町内の家庭ごみステー

ションに出されていることがありますが、店舗等からの

ごみは、ごみの大小・多少を問わず、家庭ごみステーショ

ンに出すことはできません。

　環境処理センターに直接持ち込む（受け入れ基準適合

物）か、市に登録をしている許可業者（現在の登録８社）

に運搬委託をして、適正に処理をしてください。また、産業廃棄物は、専門の業者に

よる処理が必要です。登録業者については、上記へお問い合わせください。

特定不妊治療費助成事業
問い合わせ　芦屋健康福祉事務所（芦屋保健所）　緯32-0707

　県では特定不妊治療（体外受精・顕微授精）を受けた夫婦に対し、治療費助成をしてい

ます。通算５カ年度申請できます。

■対 象 者　県内に住所を有する法律上の婚姻をしている夫婦で、指定医療機関で特

　　　　　　定不妊治療を受けられたかた。なお、夫婦合算した前年の所得額が730万

　　　　　　円未満であること。治療終了後３カ月以内であること。

■内　 容　治療１回につき上限10万円、年度２回まで（助成は通算５カ年度が限度）

■申し込み　上記へ

ご活用ください
消費生活センター「出前講座」

問い合わせ　消費生活センター緯38-2179

　消費生活センターでは、老人会や自治会などに限らず

10人以上のグループからの依頼があれば、希望の場所へ

出向いて講座を行っています。消費生活相談の事例を

もとに、その時々に多発している悪質商法や食品の安全

等について、また希望に応じてリサイクル手芸の講座も

行います。１時間～２時間程度で相談に応じますので、

希望のテーマをお知らせください。

　なお、ビデオの視聴も可能です。
出前講座の様子

第21回　芦屋市

コミスク合同文化展

　市内９つのコミスク活動発表の作品展。華

やかな展示をお楽しみください。

■日時　11月30日(金)午後１時～６時

　　　　12月１日(土)午前９時～午後６時

　　　　12月２日(日)午前９時～午後３時　

■会場　市民センター多目的ホール

問い合わせ　生涯学習課　緯38-2091
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環境基準
自排局一般局年

度
単位項目測定項目

宮小局打出局打小局潮小局朝小局

１時間値の１日平均値が0.040ppm以下であ
ること（日平均値の２％除外値と比較して
評価する）ただし0.040ppmを超える日が２
日以上連続する場合は非達成（長期的評価）

0.0120.0130.0080.0090.00618
ppm

日平均値の
２％除外値

二酸化硫黄

0.0110.0120.0130.0090.00517

日平均値の年間98％値が0.06ppm以下であ
ること

0.0630.0700.0470.0490.03118
ppm

日平均値の
年間98％値

二酸化窒素
0.0620.0610.0450.0430.03217

１時間値の１日平均値が0.10mg/㎥ 以下で
あること（日平均値の２％除外値と比較し
て評価する）ただし、２日以上連続する場合
は非達成（長期的評価）

0.0700.0690.0600.0590.06018
mg/㎥

日平均値の
２％除外値

浮遊粒子状
物質

0.0710.0740.0640.0610.07017

１時間値の１日平均値が、10ppm以下である
こと

1.21.4－－－18
ppm

日平均値の
最高値

一酸化炭素
1.41.4－－－17

１時間値が0.06ppm以下であること
－－－－0.11818

ppm
１時間値の
最高値

光化学
オキシダント －－－－0.10517

※上表の朝小局は朝日ケ丘小学校、潮小局は潮見小学校、打小局は打出浜小学校にそれぞれ設置した局。

　また、打出局は打出消防分団、宮小局は宮川小学校に設置した局です。「－」は、未測定を示しています。

振動測定結果 （dB）騒音測定結果（dB）調査日
①平成18年　②19年

調査地点路線名
夜間昼間夜間昼間

33　　36　65　68　②１月26日～２月５日春日町
国道２号

－　　－　65　67　①11月１日～11月２日打出小槌町

32　　36　58　63　②２月５日～２月14日陽光町8番阪神高速５号湾岸線

31　　36　56　63　②２月13日～２月22日緑町10番
県道芦屋鳴尾浜線

30以下36　53　61　②２月１日～２月10日潮見町31番

39　　45　×57　×63　①11月８日～11月17日松浜町4番市道芦屋川左岸線

30以下32　57　64　②１月24日～２月２日浜風町30番市道打出浜線

30以下31　×57　×64　①８月20日～８月29日新浜町1番
市道防潮堤線

30以下33　×61　×66　①８月30日～９月８日若葉町1番

31　　33　53　×61　②３月５日～３月14日西蔵町12番
市道宮川線

35　　41　54　×61　①５月16日～５月24日大原町15番

30以下33　×56　×63　②２月23日～３月４日東山町10番市道山手線

30以下36　52　60　①５月24日～６月１日松ノ内町5番市道山手幹線

30以下34　58　64　①11月20日～11月29日船戸町4番市道368-1号線

30　　34　54　59　①10月16日～10月25日陽光町4番市道陽光1号線

【一般局と自排局】

　自排局は、沿道の自動車排出ガスによる大気汚染状況を

監視するためのもので、一般局は、自動車排出ガスの影響を

なるべく受けないような場所に設置した局をいいます。

【環境基準】

　人の健康を保護し、および生活環境を保全する上で維持

されることが望ましい基準をいいます。

【有害大気汚染物質】

　大気汚染防止法で、「継続的に摂取される場合には人の健

康を損なうおそれがある物質で、大気汚染の原因となるも

の」と定義されており、ベンゼン、トリクロロエチレン、テト

ラクロロエチレンおよびジクロロメタンの４物質について

環境基準が設定されています。

【アスベスト】

　石綿とも呼ばれ、天然に産出する繊維状水和性けい酸塩

鉱物の総称です。空気中に浮遊するアスベストを吸い込ん

で発生する健康被害としては、肺がんや悪性中皮種があり

ますが、アスベスト繊維を含んだ水を飲んだりしても、障が

いは発生しないとされています。

【ダイオキシン類】

　ダイオキシン類は、工業的に製造する物質ではなく、物

の焼却の過程で自然に発生してしまう物質です。

　ポリ塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシン（ＰＣＤＤ）、ポリ

塩化ジベンゾフラン（ＰＣＤＦ）およびコプラナーポリ塩化

ビフェニル（コプラナＰＣＤ）という化学物質を併せたもの

を「ダイオキシン類」と呼びます。

【毒性等量(ＴＥＱ)】

　ダイオキシン類はそれぞれに毒性が異なるため、それ

ぞれの濃度に、最も毒性の強い異性体を１とした場合の

毒性等価係数を掛け、ダイオキシン類の量を表します。

それを、ダイオキシンの毒性等量(ＴＥＱ)といいます。

【生物的化学的酸素要求量（ＢＯＤ）】

　河川の汚れの度合いを示す指標で、数値が高いほど水

中の汚濁物質の量が多いことを示します。

【要請限度】

　振動規制法に基づく環境省令で定める自動車振動の限

度。市長は、この限度を超えていることにより、道路周

辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは、

公安委員会に対し措置をとるべきことを要請できます。

大気汚染

大気測定の様子
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調
査
結
果

　
茶
屋
之
町
地
区
に

お
い
て
、
経
年
的
な
モ

ニ
タ
リ
ン
グ
と
し
て

定
期
的
に
実
施
す
る

五
地
点
で
、
テ
ト
ラ
ク

ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
等
五

物
質
に
つ
い
て
は
、
環

境
基
準
を
達
成
し
て

い
ま
す
。

①
河
川
水
質
に
係
る
常
時
監
視
結
果
　

　
県
が
、
芦
屋
川
二
地
点
と
宮
川
一
地
点
に
お
い

て
、
毎
月
一
回
、
河
川
の
水
質
測
定
を
行
い
ま
し

た
。
人
の
健
康
の
保
護
に
関
す
る
項
目
に
つ
い
て

は
、
全
て
の
地
点
で
環
境
基
準
を
達
成
し
て
い
ま

す
。

　
生
活
環
境
の
保
全
に
関
す
る
項
目
に
つ
い
て

は
、
両
地
点
と
も
環
境
基
準
の
指
定
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
有
機
汚
濁
の
代
表
的
な
水
質
指
標
で
あ
る

環境基準
（mg/ℓ）

検出範囲
（mg/ℓ）

物質名　

0.01以下ND～0.0068テトラクロロエチレン

0.03以下NDトリクロロエチレン

0.02以下ND1,1-ジクロロエチレン

0.04以下ND～0.004シス-1,2-ジクロロエチレン

1.00以下ND1,1,1-トリクロロエチレン

水質汚濁

ＢＯＤ経年変化（mg/ℓ）年平均値
地点名河川名

18年度17年度

1.31.6上水源取水口
芦屋川

１.01.4業平橋

2.21.9宮川橋宮　川

【河川水質常時監視結果】

【地下水質定期モニタリング調査結果】

宮川での採水

②
有
害
大
気
汚
染
物
質
環
境

　
　
　
　
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
調
査
結
果

　
県
が
、
国
道
四
三
号
沿
道
に
お
け
る
自
動

車
か
ら
排
出
が
予
想
さ
れ
る
ベ
ン
ゼ
ン
等

十
二
物
質
の
有
害
大
気
汚
染
物
質
を
、
宮
川

小
学
校
で
調
査
を
実
施
し
ま
し
た
が
、
環
境

基
準
が
設
定
さ
れ
て
い
る
四
項
目
に
つ
い

て
は
、
い
ず
れ
も
環
境
基
準
を
達
成
し
て
い

ま
す
。

③
ア
ス
ベ
ス
ト
一
般
環
境
等

　
　
　
　
　
　
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
結
果

　
県
が
、
一
般
環
境
に
お
い
て
実
施
し
た
結

果
、
不
検
出
～
〇
・
一
本
／
リ
ッ
ト
ル
で
し

た
。
こ
れ
は
、
全
国
の
値（
最
大
一
・
六
八
本

／
リ
ッ
ト
ル
、
平
均
〇
・
三
本
／
リ
ッ
ト
ル
）

に
比
べ
、
低
い
値
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

道
路
沿
道
に
つ
い
て
は
、
不
検
出
で
し
た
。

④
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
に
係
る
環
境
調
査
結
果

　
県
が
、
大
気
調
査
と
し
て
山
手
小
学
校
に

お
い
て
年
四
回
測
定
を
行
い
ま
し
た
。
そ
の

平
均
濃
度
は
〇
・
〇
二
二
p
g
‐
T
E
Q
／

㎥

と
大
気
環
境
基
準（
〇
・
六
 p
g
‐
T
E

Q
／
㎥
）
を
達
成
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
朝
日
ケ
丘
小
学
校
で
は
土
壌
調
査

を
行
っ
た
結
果
、
〇
・
〇
五
四
 p
g
‐
T
E

Q
／
ｇ
と
土
壌
環
境
基
準（
一
、
〇
〇
〇
p

g
‐
T
E
Q
／
ｇ
）
を
達
成
し
て
い
ま
す
。

　市と県が、市内の国道や県道と主な市道に

おいて、自動車騒音および振動について調査

しました。騒音は、市道の芦屋川左岸線、防潮

堤線、山手線、宮川線の各調査地点で環境基準

値を超過しました。一方、振動は、全調査地点

において、要請限度値を下回りました。

騒音・振動

※下表の「×」は、環境基準値不適合を示します。

騒音測定の様子

一口メモ

※NDは未検出

平成18年度　環境調査結果（概要）
問い合わせ　環境課　緯38-2051

市と兵庫県では、大気汚染や水質汚濁等に関する環境調

査を行い、環境基準の達成状況の確認等を行っています。

平成18年度の調査結果の概要をお知らせします。


